
令和４年度　第1回中国地方整備局事業評価監視委員会　　審議案件一覧

【再評価】

1 2

（※１）【事業進捗等に大きな変更がある事業】となる選定要因（判定フローに該当のチェック）
　A：事業を巡る社会経済情勢等の変化がある。
　B.：前回評価からの事業費・事業期間の増加が10％超である。
　　　　１：事業費の増加が10％超
　　　　２：事業期間の増加が10％超

【事後評価】

【報告】

-

R1

R3

H29
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備　　　考

備　　　考

事業評価等の大きな変更の有無
（※１）

令和元年度

平成30年度

H24

H22

令和19年度

令和33年度2 河川 高梁川直轄河川改修事業

　高梁川及び小田川は下流部の低平地に人口と資産の集中する倉敷市街地を控
え、また小田川は高梁川からの背水影響により、過去幾多の甚大な被害が発生してき
た。
　また、ひとたび堤防が決壊した場合には氾濫域が広範囲に及び、被害は甚大なもの
となる。このため、高梁川水系河川整備計画で定めた目標に向け、上下流のバランス
等を踏まえた河川改修事業を実施する必要がある。

1 河川 旭川中上流ダム再生事業

　既設の旭川ダムの利水容量を洪水調節容量に振り替えるとともに予備放流を実施
し、現況の洪水調節容量を約2,300万m3から約2,900万m3に増大させ、放流機能の
増強を行うことにより、洪水調節機能の向上を図る。
　また旭川ダムの利水容量は湯原ダムに振り替え、さらに発電容量を確保し、減電と
ならない措置を図る。
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約668

( 0% )

R2

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第６の６の
規程に基づいて審議した事業

Ｒ４．６．１０「第１０回明日の旭川を語る会」審議

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領第4の1(4)の
規定に基づいて審議した事業

R４．１．２７　「第12回　明日の高梁川を語る会」審議
R４．３．２４　高梁川水系河川整備計画変更・公表

約450

( 4% )

R4

今 回 該 当 無 し

今 回 該 当 無 し
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たかはし

高梁川直轄河川改修事業

湯原ダム

あさひ

旭川中上流ダム再生事業

旭川ダム

尾原ダム志津見ダム
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